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■
都
立
多
摩
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ

ー
職
業
訓
練
生
（
４
月
入
校
）
募
集

　

募
集
科
や
応
募
の
詳
細
は
各
施
設

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

a
募
集
期
間
…
２
月
６
日
㈬
ま
で
b

d
l
①
同
セ
ン
タ
ー
（
緯　

・　

・

０４２

５００

８
７
０
０
）
…
計
測
制
御
シ
ス
テ
ム

科
、
精
密
加
工
科
な
ど
②
同
セ
ン
タ

ー
八
王
子
校
（
緯　

・　

・
８
２
０

０４２

６２２

１
）
…
自
動
車
整
備
工
学
科
、
メ
カ

ト
ロ
ニ
ク
ス
科
な
ど
③
同
セ
ン
タ
ー

府
中
校
（
緯　

・　

・
８
２
０
１
）

０４２

３６７

…
組
み
込
み
シ
ス
テ
ム
技
術
科
、
電

気
設
備
技
術
科
な

ど

■
平
成　

年
度
学
童
ク
ラ
ブ
嘱
託
指

２５

導
員
募
集 

b
市
内
学
童
ク
ラ
ブ
d
学
童
ク
ラ
ブ

児
童
の
育
成
・
指
導
f
小
・
中
学
校

・
幼
稚
園
教
諭
免
許
ま
た
は
保
育
士

資
格
所
有
者
も
し
く
は
そ
れ
に
相
当

す
る
子
育
て
な
ど
の
経
験
を
有
す
る

方
※
詳
細
は
募
集
要
領
（
市
役
所
２

階
子
育
て
課
に
あ
り
。
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
を
参

照
g
若
干
人
j
試
験
内
容
…
レ
ポ
ー

ト
（
一
次
）、
面
接
（
二
次
）
※
合
格

者
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載

し
、
平
成　

年
４
月
以
降
、
嘱
託
指

２５

導
員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
採
用

k
１
月　

日
㈬
～　

日
㈬
午
前
８
時

１６

２３

　

分
～
午
後
５
時　

分
（
正
午
～
午

３０

１５

後
１
時
を
除
く
）
に
申
込
書
と
レ
ポ

ー
ト
を
持
参
ま
た
は
郵
送
※
持
参
は

土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
l
〒　

們
８

１９１

６
８
６
日
野
市
子
育
て
課

■
中
高
年
者
の
市
政
嘱
託
員
を
募
集

a
勤
務
期
間
…
４
月
１
日
～
平
成　
２６

年
３
月　

日
ま
た
は　

月
１
日
～
平

３１

１０

成　

年
９
月　

日
※
原
則
、
週
３
日

２６

３０

で
１
日
７
時
間　

分
b
勤
務
場
所
…

４５

市
役
所
本
庁
舎
な

ど

d
主
に
パ
ソ
コ
ン

（
ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
な
ど
）
を
使

用
し
て
の
事
務
や
窓
口
対
応
f　

～
４０

働
　
く

働
　
く

　

歳
の
健
康
な
方
g　

人
程
度
h
報

６５

１５

酬
…
月
額　

万
３
千　

円
（
予
定
）

１０

７００

※
交
通
費
別
途
j
選
考
…
書
類
選
考

お
よ
び
面
接
※
面
接
の
日
時
は
応
募

時
に
お
知
ら
せ
k
１
月　

日
㈬
～　

２３

２５

日
㈮
に
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）
を
本

人
が
市
役
所
４
階
職
員
課
へ
持
参
※

郵
送
・
代
理
人
の
申
し
込
み
は
不
可

l
職
員
課

■
図
書
館
嘱
託
員
募
集 

a
勤
務
期
間
…
４
月
～
平
成　

年
３

２６

月　

日
b
勤
務
場
所
…
市
内
図
書
館

３１
d
図
書
の
貸
し
出
し
・
返
却
・
整
理
、

図
書
館
事
務
な

ど

f
次
の
全
て
に
該
当

す
る
方
①
図
書
館
に
関
心
が
あ
り
体

力
に
自
信
が
あ
る
②
パ
ソ
コ
ン
で
正

確
に
デ
ー
タ
入
力
が
で
き
る
③　

分
３０

程
度
以
内
で
通
勤
で
き
る
g
若
干
人

k
１
月　

日
㈭
午
後
５
時
ま
で
に
①

２４

履
歴
書
②
勤
務
希
望
調
査
票
（
①
②

は
市
内
各
図
書
館
に
あ
り
※
図
書
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
③
返
信
用
封
筒
（　

円
切
手
貼

８０

付
）
を
中
央
図
書
館
へ
本
人
が
持
参

l
中
央
図
書
館
（
緯　
・
０
５
８
４
）

５８６

■
市
税
等
徴
収
事
務
嘱
託
員
募
集 

a
勤
務
期
間
…
４
月
１
日
～
平
成　
２６

年
３
月　

日
※
週
３
日
勤
務
を
原
則

３１

と
し
、
年
間　

日
・
１
日
に
つ
き　

１４４

７.５

時
間
を
超
え
な
い
範
囲
b
勤
務
場
所

…
市
役
所
１
階
納
税
課
d
滞
納
者
へ

の
電
話
催
告
、
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
、
臨

戸
徴
収
業
務
な
ど

f　

～　

歳
の
健
康

４０

６５

な
方
g
若
干
人
k
１
月　

日
㈮
ま
で

２５

に
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）
を
本
人
が

市
役
所
１
階
納
税
課
へ
持
参
※
土
曜

・
日
曜
日
を
除
く
。
郵
送
・
代
理
人

の
申
し
込
み
は
不
可
l
納
税
課

■
学
校
安
全
管
理
員
募
集 

a
勤
務
期
間
…
４
月
１
日
～
平
成　
２６

年
３
月　

日
で
１
日
４
時
間
※
年
間

３１

勤
務
日
数　

日
b
勤
務
場
所
…
市
内

２１３

小
・
中
学
校
d
来
校
者
の
受
け
付
け
、

校
内
巡
回
、
清
掃
な

ど

g　

人
※
書
類

２５

選
考
後
、
面
接
実
施
k
１
月　

日
㈮

２５

（
必
着
）
ま
で
に
履
歴
書
（
写
真
貼

付
）
と　

円
切
手
を
貼
付
し
た
返
信

８０

用
封
筒（　

丶
×　

丶
※
郵
便
番
号
、

１２

２３

住
所
、
氏
名
を
記
入
）
を
郵
送
ま
た

は
持
参
※
持
参
は
土
曜
・
日
曜
日
を

除
く
l
〒　

們
８
６
８
６
日
野
市
役

１９１

所
５
階
教
育
部
庶
務
課

■
健
康
課
臨
時
職
員
募
集 

d
産
休
代
替
業
務
f
保
健
師
（
ま
た

は
助
産
師
、
看
護
師
）、
歯
科
衛
生
士

の
資
格
所
有
者
g
各
１
人
k
１
月　
２５

日
㈮
ま
で
に
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）

お
よ
び
資
格
証
の
写
し
を
郵
送
ま
た

は
持
参
l
〒　

們
０
０
１
１
日
野
本

１９１

町
１
の
６
の
２
生
活
・
保
健
セ
ン
タ

ー
内
健
康
課
（
緯　

・
４
１
１
１
）

５８１

■
市
立
病
院
正
規
職
員
（
助
産
師
・

看
護
師
）
募
集 

a
試
験
日
…
①
２
月　

日
㈭
②
３
月

１４

　

日
㈭
い
ず
れ
も
午
前
９
時　

分
か

１４

１５

ら
f
昭
和　

年
４
月
２
日
以
降
生
ま

４７

れ
の
資
格
取
得
（
見
込
み
）
者
g
お

お
む
ね　

人
k
①
１
月　

日
㈭
②
２

２０

３１

月　

日
㈭
ま
で
に
写
真
を
貼
付
し
た

２８
所
定
の
試
験
申
込
書
（
市
役
所
４
階

職
員
課
と
市
立
病
院
３
階
総
務
課
に

あ
り
※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
。
自
宅
郵
送
可
）、
卒
業
し
た
看

護
学
校
の
卒
業
証
明
書
、
成
績
証
明

書
、
資
格
証
の
写
し
（
見
込
み
の
方

を
除
く
）
を
郵
送
ま
た
は
持
参
l
〒

　

們
０
０
６
２
多
摩
平
４
の
３
の
１

１９１市
立
病
院
総
務
課（
緯　
・
２
６
７
７
）

５８１

■
労
働
セ
ミ
ナ
ー
「
法
律
と
年
金
・

雇
用
保
険
・
社
会
保
険
」 

a
２
月
１
日
㈮
・
８
日
㈮
午
後
２
時

～
４
時
b
調
布
市
市
民
プ
ラ
ザ
あ
く

ろ
す
e
横
山
玲
子
氏
（
社
会
保
険
労

務
士
）
f
労
働
者
な
ど

g
申
込
制
で
各

日
先
着　

人
k
電
話
l
労
働
相
談
情

８０

報
セ
ン
タ
ー
八
王
子
事
務
所（
緯　
・
０４２

　

・
０
２
７
８
）

６４３■
多
摩
南
部
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
嘱

託
員
募
集 

　

市
が
近
隣
４
市
と
共
同
で
運
営
す

る
施
設
で
嘱
託
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
…
a
勤
務
日

…
月
曜
～
金
曜
日
午
前
９
時
～
午
後

５
時
※
祝
日
を
除
く
。
平
成　

年
４

２５

月
１
日
採
用
予
定
d
後
見
人
の
紹

介
、
後
見
監
督
、
相
談
な

ど

f
社
会
福

祉
士
な
ど
の
資
格
所
有
者
で
高
校
以

上
を
卒
業
し
た
方
※
ワ
ー
ド
、
エ
ク

セ
ル
な
ど
の
パ
ソ
コ
ン
能
力
必
須
g

１
人
h
賃
金
…
時
給
１
千　

円
※
通

４００

勤
手
当
、
社
会
保
険
あ

り

▼
地
域
支
援
員
…
a
勤
務
日
…
週
３

～
４
日
で
午
前
９
時
～
午
後
５
時
※

祝
日
を
除
く
。
平
成　

年
４
月
１
日

２５

採
用
予
定
d
利
用
者
宅
訪
問
な

ど

f
高

校
以
上
を
卒
業
し
た
方
※
ワ
ー
ド
、

エ
ク
セ
ル
な
ど
の
パ
ソ
コ
ン
能
力
必

須
。
福
祉
資
格
、
自
動
車
運
転
免
許

証
所
有
者
優
遇
g
１
人
h
賃
金
…
時

給
１
千
円
※
通
勤
手
当
、
一
部
社
会

保
険
あ

り

　

い
ず
れ
も
k
２
月
７
日
㈭
ま
で
に

履
歴
書
（
写
真
貼
付
、
希
望
職
種
明

記
）
お
よ
び
応
募
動
機
を
添
付
し
、

郵
送
ま
た
は
持
参
l
〒　

們
０
０
２

１８２

６
調
布
市
小
島
町
３
の　

の
２
第
一

６９

荒
井
麗
峰
ビ
ル
２
階
多
摩
南
部
成
年

後
見
セ
ン
タ
ー
（
緯　

・　

・
５
８

０４２

４９８

０
２
）

■
適
応
指
導
教
室
指
導
員
募
集 

a
勤
務
期
間
…
２
～
９
月
の
月
曜
～

金
曜
日
午
前
８
時　

分
～
午
後
４
時

３０

　

分（
週
４
・
５
日
）※
春
・
夏
・
冬

３０休
み
期
間
の
勤
務
な
し
b
勤
務
場
所

…
教
育
セ
ン
タ
ー
内
適
応
指
導
教
室

d
不
登
校
の
状
況
に
あ
る
市
内
の
児

童
・
生
徒
へ
の
生
活
指
導
や
学
習
支

援
な
ど

f
中
学
・
高
校
の
社
会
ま
た
は

英
語
の
教
員
免
許
状
を
有
す
る
方
g

２
人
k
２
月
８
日
㈮
ま
で
に
電
話
l

教
育
セ
ン
タ
ー（
緯　

・
０
５
０
５
）

５９２

■
平
成　

年
度
幼
稚
園
臨
時
職
員
の

２５

登
録
者
募
集 

▼
産
休
育
休
代
替
等
教
諭

a
勤
務
日
時
…
月
曜
～
金
曜
日
午
前

８
時　

分
～
午
後
５
時
f
幼
稚
園
教

３０

諭
免
許
資
格
所
有
者

▼
特
別
支
援
教
育
支
援
員

a
勤
務
日
時
…
月
曜
・
火
曜
・
木
曜

・
金
曜
日
午
前
８
時　

分
～
午
後
２

３０

時　

分
、
水
曜
日
午
前
８
時　

分
～

３０

３０

正
午
※
原
則
、
対
象
園
児
が
在
園
し

て
の
勤
務
。
夏
季
保
育（
２
日
程
度
）

を
除
き
、
春
・
夏
・
冬
休
み
期
間
の

勤
務
な
し
f
幼
稚
園
教
諭
免
許
ま
た

は
保
育
士
免
許
資
格
所
有
者

　

い
ず
れ
も
b
勤
務
場
所
…
市
立
幼

稚
園
j
行
事
な
ど
に
よ
り
勤
務
日
時

の
変
更
あ

り

k
履
歴
書
、
免
許
の
写
し

を
郵
送
ま
た
は
持
参
l
〒　

們
８
６

１９１

８
６
日
野
市
役
所
５
階
学
校
課

 
■
ひ
と
り
親
家
庭
等
と
障
害
児
の
養

育
者
に
手
当
を
支
給
し
ま
す 

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
（
母
子
・
父
子

家
庭
な
ど
）
と
、
障
害
を
お
持
ち
の

お
子
さ
ん
を
養
育
し
て
い
る
方
に
各

種
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
（
左
表
参

照
）。

　

い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
の
制
限
が

あ
る
ほ
か
、
児
童
が
施
設
に
入
所
し

て
い
る
な
ど
、
受
給
で
き
な
い
場
合

子
育
て

子
育
て

が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

l
子
育
て
課

 
■
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
～
被

保
険
者
を
代
表
す
る
委
員 

　

国
民
健
康
保
険
の
運
営
に
関
す
る

重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
設
置
さ

れ
て
い
る
運
営
協
議
会
の
委
員
を
募

集
し
ま
す
。

a
任
期
…
平
成　

年
３
月　

日
ま
で

２７

３１

※
主
に
平
日
の
午
後
、
年
３
回
程
度

の
会
議
を
開
催
。
報
酬
あ

り

f
日
野
市

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
平
成

　

年
３
月　

日
ま
で
他
の
健
康
保
険

２７

３１

に
異
動
予
定
の
な
い
方
※
他
の
公
募

委
員
に
な
っ
て
い
る
方
を
除
く
g
４

人
k
２
月　

日
㈮
（
必
着
）
ま
で
に

１５

作
文
「
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
思

う
こ
と
」（　

字
程
度
、
原
稿
用
紙
ま

５００

た
は
Ａ
４
判
用
紙
を
使
用
）、
履
歴

書
（
任
意
の
様
式
で
可
）
を
郵
送
※

選
考
結
果
は
３
月
下
旬
に
通
知
l
〒

　

們
８
６
８
６
日
野
市
保
険
年
金
課

１９１

募
　
集

募
　
集

 
■
市
長
の
動
き
（　

月
後
半
） 

１２

［　

日
］
人
権
に
関
す
る
作
文
受
賞

１７
者
報
告
［　

日
］
農
の
学
校
修
了
式
、

１８

多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
取
締
役
会
、

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
点
灯
式［　

日
］

１９

市
議
会
定
例
会
（
審
査
報
告
、
議
案

上
程
）、
ご
み
処
理
広
域
化
話
し
合

い
［　

日
］
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審

２１

議
会
［　

日
］
ご
み
処
理
広
域
化
話

２３

し
合
い
［　

日
］
消
防
団
歳
末
警
戒

３０

激
励

l
市
長
公
室
秘
書
担
当

■
教
育
委
員
会
平
成　

年
度
第
９
回

２４

定
例
会
（　

月　

日
開
催
） 

１２

１１

d
可
決
さ
れ
た
議
案
…
教
育
委
員
会

職
員
の
分
限
休
職
の
専
決
処
分
に
つ

い
て
、
報
告
事
項
…
行
政
情
報
の
公

開
請
求
※
詳
細
は
市
政
図
書
室
お
よ

び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可
l
教

育
部
庶
務
課

■
日
野
市
工
業
振
興
条
例
（
案
）
の

市
長
報
告
を
行
い
ま
し
た 

 　

昨
年
５
月
か
ら
学
識
経
験
者
・
市

内
工
業
関
係
者
・
金
融
機
関
・
行
政

機
関
な
ど
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
日
野

市
工
業
振
興
基
本
構
想
推
進
協
議
会

で
作
成
し
た
日
野
市
工
業
振
興
条
例

（
案
）
に
つ
い
て
、
市
長
へ
の
報
告

を
行
い
ま
し
た
（
写
真
）。

　

今
後
は
、
報
告
さ
れ
た
条
例
案
を

基
に
、
平
成　

年
第
１
回
日
野
市
議

２５

会
定
例
会
に
上
程
す
る
予
定
で
す
。

l
産
業
振
興
課

報
　
告

報
　
告

支給額対象手当名

申請の翌月分から児童１人
につき月１３,５００円

次のいずれかに該当する平成６年４月２日以降生ま
れの児童を養育している父、母または養育者
①父母が離婚②父または母が死亡③父または母が重
度の障害者④父または母が１年以上生死不明⑤父ま
たは母から遺棄されている（仕送り、連絡などが１
年以上ない）⑥父または母が１年以上拘禁されてい
る⑦婚姻によらないで出生（認知されていても認知
の父に扶養されていなければ受給可）⑧父または母
が裁判所からのＤＶ保護命令を受けている

育成手当

申請の翌月分から児童１人
の場合、月９,７８０円～４１,４３０
円
※児童２人目以降は加算あ
り（所得に応じて変更）。受
給権は資格発生時から５年
で時効になる場合がありま
す

次のいずれかに該当する平成６年４月２日以降生ま
れ（一定の障害がある児童は２０歳未満）の児童を養
育している父、母または養育者
①父母が離婚②父または母が死亡③父または母が重
度の障害者④父または母が１年以上生死不明⑤父ま
たは母から遺棄されている（仕送り、連絡などが１
年以上ない）⑥父または母が１年以上拘禁されてい
る⑦婚姻によらないで出生（認知されていても、認
知の父に扶養されていなければ受給可）⑧父または
母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けている

児童扶養
手当

申請の翌月分から児童１人
につき月１５,５００円

次のいずれかに該当する２０歳未満の児童を養育して
いる方
①愛の手帳１～３度程度②身体障害者手帳１・２級
程度③脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症

障害手当


